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イ
ン
タ
ー
バ
ル
速
歩
実
践
会 

～
イ
ン
タ
ー
バ
ル
速
歩
で
10
歳

若
返
ろ
う
！
～

　

「
歩
き
方
を

変
え
る
」
だ
け

で
10
歳
若
返

る
？　

と
世
界
が
注
目
す
る
イ

飲
食
店
経
営
の
皆
さ
ん
へ

　

グ
リ
ー
ス

阻そ

し

ゅ

う

き

集
器
は
厨

房
の
排
水
か

ら
油
脂
分
を

取
り
除
く
装

置
で
す
。

　

阻
集
器
を

設
置
し
て
定

期
的
な
清
掃

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
排
水

管
や
下
水
道
管
を
詰
ま
ら
せ
た

り
、
悪
臭
を
放
つ
原
因
に
な
る

油
脂
分
を
除
去
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

グ
リ
ー
ス
阻
集
器
の
設
置
と

定
期
的
な
清
掃
を
お
願
い
し
ま

「
災
害
時 

み
ん
な
を
守
る 

地
域
の
力
」
町
会
・

自
治
会
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

12 月の横田基地飛行回数   

測定場所
熊川1571番地先誘導灯付近 福生市役所屋上

飛行回数 前年同月比 飛行回数 前年同月比

飛行回数 465 -169 29 -105

午前7時～午後7時 364 -159 21 -70

午後7時～午後10時 73 -34 8 -34

午後10時～午前7時 28 24 0 -1
最高音圧レベル（デ
シベル) 117 -3 95 7

時間帯補正等価騒
音レベル(デシベル) 63 -4 41 -7

【問合せ】
環境課環境係

2 月の資源回収予定
実施団体 実施日

福栄福寿会 3 日㈯
牛一子供会 4 日㈰
本町第七町会 4 日㈰
牛浜第二町会 11 日㈷
福東幸せ会（都営熊川第2アパート内）11 日㈷
富士見台町会 11 日㈷
本町町会 11 日㈷
内出子供会 18 日㈰
志茂第二町会 18 日㈰
鍋ヶ谷戸第二町会 18 日㈰
原ヶ谷戸町会 18 日㈰
福生団地自治会 18 日㈰
南田園二丁目町会 18 日㈰
加美平老人クラブ 24 日㈯
熊川牛浜町会 25 日㈰
青少年育成加美地区委員会 25 日㈰
中央本六子供会 25 日㈰
永田子供会 25 日㈰
南田園三丁目町会 25 日㈰
武蔵野町会 25 日㈰
収集地域は実施団体地域内。天候などにより 
実施日を変更する場合もあります。

【問合せ】環境課ごみ対策係☎ 551・1731

ごみ・資源収集情報
ごみが 2t

増えちゃったよ!
資源の割合が変わ
らなかったよ！

29 年 11 月 988t 29年 11月 303t（23%）

28 年 11 月 986t 28年 11月 292t（23%）
※資源の割合 =資源収集量÷ごみと資源収集量

資源回収団体による資源回収量
29 年 11 月 61t
28 年 11 月 89t

　

　

　さまざまな事情により経

済的にお困りの方に対し、

相談支援など自立の促進に

向けた取り組みを行います。

▼自立相談支援事業
　失業等で生活にお困りの

方や不安を抱えている方か

ら支援員が相談を受け、ど

のような支援が必要かを

一緒に考え、必要に応じて

個々の状況に合った支援プ

ランを作成するなど、寄り

添いながら自立に向けた支

援を行います。

▼住居確保給付金の支給
　離職により住居を失った

方、または失う恐れのある

方に対し、就職に向けた活

動などを条件として、一定

期間、家賃相当額を支給し

ます。

　生活の土台となる住居を

整えたうえで、就職に向け

た支援を行います。

※年齢や収入等に関する支

給要件があります。

▼子どもの学習支援事業
　生活困窮世帯や生活保護

世帯のお子さん（小学 4 年

生から中学 3 年生）を対象

に、週一回、学習支援や

居場所の提供などを行いま

す。

【問合せ】社会福祉課庶務・

福祉計画担当☎ 551・1735

生活困窮者自立支援
制度について

～
子
育
て
世
帯
向
け
～　
　
　

生
活
設
計
と
生
命
保
険
に
つ
い

て
解
り
や
す
く
解
説
し
ま
す
！

　

も
し
も
の
と
き
に
家
族
を
経
済

的
に
支
え
る
た
め
の
生
活
保
障
と

生
命
保
険
に
つ
い
て
、
初
め
て
向
き

合
う
方
に
も
わ
か
り
や
す
く
解
説

す
る
消
費
者
セ
ミ
ナ
ー
「
知
っ
て
お

き
た
い
！
子
育
て
世
代
の
生
活
設

計
と
生
命
保
険
」
を
開
催
し
ま
す
。

【
日
時
】
2
月
6
日
㈫
午
後
1

時
30
分
～
３
時

【
場
所
】
市
民
会
館
3
階
第
4
・

5
集
会
室

【
対
象
】
市
内
在
住
・

在
勤
・

在

学
の
方
（
乳
幼
児
か
ら
小
学
生

の
お
子
さ
ん
の
い
る
方
、
ま
た
は

こ
れ
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
る
方
）

【
定
員
】
先
着
40
人

【
申
込
み
】
も
く
せ
い
会
館
1

階
シ
テ
ィ
セ
ー
ル
ス
推
進
課
窓

口
で
配
布
中
の
申
込
書
を
直

接
持
参
ま
た
は
電
話(

☎
551
・

１
６
９
９)

で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。
な
お
、
当
日
は
託
児

を
実
施
し
ま
す
の
で
、
利
用
さ

れ
る
方
は
1
月
19
日
㈮
ま
で
に

併
せ
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

違
法
な
不
用
品
回
収
業
者
に
ご

注
意
く
だ
さ
い

　

「
無
料
で
不
用
品
を
回
収
し

ま
す
」
と
宣
伝
す
る
不
用
品
回

収
業
者
に
も
の
を
引
き
渡
す

と
、
適
正
に
処
分
さ
れ
ず
、
環

境
汚
染
や
不
法
投
棄
に
つ
な
が

る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
高
額
な
料
金
の
請
求

を
受
け
る
な
ど
の
被
害
も
都
内

で
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

家
庭
か
ら
出
た
不
用
品
の
処

分
は
、
ご
み
の
出
し
方
を
ご
確

認
い
た
だ
き
、
適
正
な
排
出
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
環
境
課
ご
み
対
策

係
☎
551
・

１
７
３
１

福
生
都
市
計
画
道
路
３
・
３
・
３

の
１
号
新
五
日
市
街
道
線
の
都

市
計
画
変
更
の
お
知
ら
せ

　

平
成
29
年
11
月
30
日
付
け
、

東
京
都
告
示
第
１
７
５
０
号
で

都
市
計
画
変
更
が
決
定
さ
れ
ま

し
た
。
関
係
図
書
は
以
下
の
場

所
で
縦
覧
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
縦
覧
場
所
】・
市
役
所
第
一
棟

3
階
ま
ち
づ
く
り
計
画
課

・

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ

く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
（
都

庁
第
二
本
庁
舎
12
階
北
側
）

【
問
合
せ
】・
ま
ち
づ
く
り
計

画
課
計
画
グ
ル
ー
プ
☎
551
・

１
９
５
２

・

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市

づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課 

☎
03
・

５
３
８
８
・

３
２
２
５

側
溝
に
排
水
し
な
い
で
く
だ
さ

い
　

道
路
に
あ
る
側
溝
は
、
道
路

に
降
っ
た
雨
水
を
雨
水
管
に
集

め
る
役
目
が
あ
り
、
側
溝
を
通

じ
て
雨
水
管
に
集
ま
っ
た
雨
水

は
直
接
多
摩
川
に
流
入
し
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
道
路
側
溝
に
家

庭
・

事
業
場
か
ら
の
生
活
雑
排

水
、
油
な
ど
を
流
す
こ
と
は
多

摩
川
に
排
出
し
て
い
る
こ
と
と

な
り
、
多
摩
川
の
水
環
境
、
生

態
系
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。

　

家
庭
・

事
業
場
か
ら
の
排
水

に
つ
い
て
は
、
公
共
汚
水
ま
す

を
通
じ
て
汚
水
管
に
排
出
、
ゴ

ミ
は
分
別
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
道
路
下
水
道
課
下

水
道
グ
ル
ー
プ
☎
551
・

１
９
６
８

下
水
道
使
用
料
の
減
免
に
つ
い

て
　

市
で
は
障
害
者
世
帯
の
下
水

道
使
用
料
の
基
本
料
金
相
当
額

一
世
帯
当
た
り
月
345
円
を
減
免

し
ま
す
。

【
対
象
】
住
民
税
（
市
・

都
民
税
）

が
非
課
税
の
世
帯
で
、
次
の
要

件
に
該
当
す
る
方
を
構
成
員
と

す
る
世
帯

・

身
体
障
害
者
手
帳
（
1
級
ま

た
は
2
級
）
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方

・

愛
の
手
帳
（
1
度
ま
た
は
2

度
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

・

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

（
1
級
）
の
交
付
を
受
け
て
い

る
方

【
必
要
書
類
等
】

①
印
鑑

②
障
害
者
手
帳
（
右
の
3
つ
の

手
帳
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
）

③
直
近
の
水
道
・

下
水
道
料
金

の
領
収
書
、
ま
た
は
「
ご
使
用

料
等
、
口
座
振
込
済
の
お
知
ら

せ
」

▼
す
で
に
減
免
を
受
け
て
い
る

方
へ
（
お
願
い
）

　

住
所
や
世
帯
の
構
成
が
変

わ
っ
た
場
合
、
減
免
が
新
し
い

住
所
へ
移
行
さ
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
道
路
下

水
道
課
下
水
道
グ
ル
ー
プ
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
道
路
下
水
道
課
下

水
道
グ
ル
ー
プ
☎
551
・

１
９
６
８

ご
存
じ
で
す
か
？　
　
　
　
　

　
　

高
齢
者
の「
障
害
者
控
除
」

　

身
体
障
害
者
手
帳
等
の
交

付
を
受
け
て
い
な
い
方
で

あ
っ
て
も
、
65
歳
以
上
で
寝

た
き
り
な
ど
一
定
の
要
件
に

該
当
す
る
方
に
は
、
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
書
を
発
行

し
ま
す
。
所
得
税
や
住
民
税

の
申
告
の
際
に
添
付
す
る
こ

と
で
、
本
人
ま
た
は
そ
の
扶

養
者
が
障
害
者
控
除
や
特
別

障
害
者
控
除
を
受
け
ら
れ
ま

す
。

【
申
請
方
法
】
印
鑑
を
持
参
し

て
市
役
所
１
階
９
番
介
護
福
祉

課
介
護
保
険
係
へ
。

【
問
合
せ
】
介
護
福
祉
課
介
護

保
険
係
☎
551
・

１
７
６
４

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

ま
ず
相
談
を

①
身
近
な
法
律
相
談

　

高
齢
者
・

障
害
者
の
皆
さ
ん

の
遺
産
相
続
・

財
産
管
理
・

遺

言
書
作
成
・

人
権
擁
護
・

成
年

後
見
な
ど
に
つ
い
て
、
弁
護
士

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

【
日
時
】
2
月
21
日
㈬
午
後
２

時
～
４
時

【
場
所
】
福
祉
セ
ン
タ
ー
相
談
室

【
対
象
】
高
齢
者
・

障
害
者
や

そ
の
家
族
な
ど

【
定
員
】
先
着
３
人
（
予
約
制
）

※
初
め
て
の
相
談
の
方
に
限
り

ま
す
。相
談
内
容
は
秘
密
厳
守
。

【
申
込
み
】
1
月
22
日
㈪
か
ら

（
土
・

日
曜
日
を
除
く
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
の

間
に
）
社
会
福
祉
協
議
会
・

成

年
後
見
セ
ン
タ
ー
福
生
☎
552
・

５
０
２
７
へ
。

②
リ
ハ
ビ
リ
相
談
会

　

高
齢
者
へ
の
予
防
体
操
の
指

導
、
身
体
に
障
害
を
お
持
ち
の

方
や
そ
の
家
族
、
介
護
職
員
と

し
て
働
い
て
い
る
方
等
を
対
象

に
、
リ
ハ
ビ
リ
全
般
に
つ
い
て

理
学
療
法
士
が
個
別
に
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
。

【
日
時
】
2
月
3
日
㈯
午
後
１

時
30
分
～
３
時
30
分
※
事
前
予

約
不
要

【
場
所
】
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階

理
学
療
法
室

【
主
催
】（
社
）
東
京
都
理
学
療

法
士
協
会
成
人
福
祉
部
、
福
生

市
社
会
福
祉
協
議
会

ン
タ
ー
バ
ル
速
歩
。
さ
っ
さ
か

歩
き
と
ゆ
っ
く
り
歩
き
を
３
分

ご
と
に
交
互
に
繰
り
返
す
簡
単

な
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
法
で
す
。

　

イ
ン
タ
ー
バ
ル
速
歩
の
効
果

や
歩
き
方
を
一
緒
に
学
び
、
実

際
に
歩
い
て
み
ま
せ
ん
か
？　

【
日
時
】
2
月
10
日
㈯
午
後
1

時
30
分
～
2
時
30
分
ご
ろ

【
場
所
】
中
央
体
育
館
2
階
主

競
技
場
（
集
合
）

【
定
員
】
先
着
20
人

【
申
込
み
】
1
月
19
日
㈮
か
ら

電
話
で
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
552
・

０
０
６
１
へ
。

【高次脳機能障害相談について】ご家族だけで抱え込まず、まずはご相談ください。【日時】① 2 月 13 日㈫② 2 月 27 日㈫ともに午後 2 時～ 4 時 

【場所】市役所【対象】高次脳機能障害の当事者および家族等【相談員】作業療法士等【申込み】1月18日㈭から障害福祉課☎ 551・1742へ。

す
。

【
問
合
せ
】
道
路
下
水
道
課
下

水
道
グ
ル
ー
プ
☎
551
・

１
９
６
８

－阻集器のイメージ図－

店舗より

下水道へ

ｘ
＾
ｘ ・-・


